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頁 改訂案 現行 備考 
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第3節 ８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

 (4) 通信 

   指定公共機関「ＮＴＴ東日本株式会社 北海道南支店苫小牧営業支店」及び「株式会社ドコモ

ＣＳ北海道 北海道南支店」、「ＫＤＤＩ株式会社 北海道総支社」が行う措置は、地域防災計画

第５章 災害応急対策計画 第１０節「ライフラインの応急対策計画」の２「応急対策」の(1)

のとおりとする。 

第3節 ８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

 (4) 通信 

   指定公共機関「東日本電信電話株式会社 北海道南支店苫小牧営業支店」及び「株式会社ドコ

モＣＳ北海道 北海道南支店」、「ＫＤＤＩ株式会社 北海道総支社」が行う措置は、地域防災計画

第５章 災害応急対策計画 第１０節「ライフラインの応急対策計画」の２「応急対策」の(1)の

とおりとする。 

北海道計画に整合 

6 

第3節 １１ 迅速な救助 

(1) 町は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や車両・資機材の確保等に努めるも

のとする。また、消防機関等による被災者の迅速かつ適切な救助・救急活動の実施体制は、地

域防災計画第５章 災害応急対策計画 第５節「避難救出計画」の６「救出計画」のとおりと

する。 

第3節 １１ 迅速な救助 

(1) 町は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や車両・資機材の確保等に努めるも

のとする。また、消防機関等による被災者の迅速かつ適切な救助・救急活動の実施体制は、地

域防災計画第５章 災害応急対策計画 第５節「避難救出計画」の５「救出計画」のとおりと

する。 

誤記修正 

8 

第6節 ２(1)  

シ 暑熱対策に関する防災用品の備蓄など夏季における避難の際の非常持出品 

第6節 ２(1)  

（新規） 

令和7年7月カムチ

ャツカ半島沖地

震・津波対応の反

映 
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第９節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

 津波避難対策緊急事業を行う実施すべき事業の種類及び目標並びに達成期間は次のとおりであ

る。 

地区名 事業種類 目 標 達成期間 

浜厚真地区 避難施設その他の避難場所の整備に関する事業 １箇所 令和6～8年度 

厚和・浜厚真地区 避難路その他の避難経路の整備に関する事業 ２路線 令和8～12年度 
 

第９節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

 津波避難対策緊急事業を行う実施すべき事業の種類及び目標並びに達成期間は次のとおりであ

る。 

 地区名 事業種類 目 標 達成期間 

浜厚真地区 １号 避難施設その他の避難場所 １箇所 令和6～7年度 
 

事業の変更 

12 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の沿革 

令和 ６年 ３月  全面改定時に、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号）第５条第２項の規定に基づ

き、厚真町地域防災計画 別冊５「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対

策推進計画」として作成。 

令和 ８年 ○月  事業の修正、組織改正、カムチャツカ半島沖地震・津波対応の反映に伴い、

計画を見直し。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の沿革 

令和 ６年 ３月  全面改定時に、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号）第５条第２項の規定に基づ

き、厚真町地域防災計画 別冊５「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対

策推進計画」として作成。 

令和8年度改訂に伴

う修正 

 

別添資料９ 


